
参 考 6.マニフェス トの概略の流れ
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*中間処理業者を介せずに直接最終処分業者及び再生業者へ委託する場合は、D票、E栗が
同時に排出事業者に返送される。

①「建設系廃棄物マニフェスト」 (建設九団体発行)については、次の URLを参照する。
http://man■ .冨r.Jp

○「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」については、次のURLを参照する。
http://、・、¶「.pref.aichi.jp/kankyo/sigen― ka/hourei/jyorei-2/jittyou/_手 igyoul.html

O再生資源利用計画書 (実施書)。 再生資源利用促進計画書 (実施書)(CREDAS様式)につ
いては、次の URLを参照する。
http://www.mlit.go.jp/sOttoseisaku/region/recycle/fukusanbutsu/credas/index.htm


